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令和５年５月８日以降の市町村立学校の教育活動等について（通知） 

 

このことについて、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日付けで、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）上の５類感染症

に移行することに伴い、別添のとおり令和５年４月 28日付け文部科学省初等中等教育局長

通知５文科初第 345号「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について」

及び同５文科初第 347号「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染

症対策について」により、学校における今後の感染症対策に係る留意事項等及び改定され

た「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023.5.8～）」

が示されました。また、令和５年４月 28日付けで文部科学省初等中等教育局教育課程課か

ら「新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の学校教育活動について」により、

教育活動に係る留意点が示されました。 

本県では、令和５年４月 27日開催の新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議に

おいて、令和５年５月７日をもって「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」

及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を廃止することとさ

れ、感染症対策の実施については個人の判断としつつも、引き続き、三密の回避、手洗い

等の手指衛生及び換気等の基本的な感染防止対策を推奨し、マスクの着用については、個

人の主体的な選択を尊重するが条件により着用を推奨するとされています。 

こうしたことを踏まえ、県教育委員会では、令和５年５月７日をもって「県立高等学校

及び県立中等教育学校における保健管理等に関するガイドライン」を廃止するとともに、

令和５年５月８日以降の教育活動等について、引き続き基本的な感染症対策を講じながら、

通常の教育活動を実施するよう、本日、別添写しのとおり県立学校長あてに通知しました。 

ついては、貴教育委員会所管の各学校においても、次の県立学校の基本的な対応を踏ま

えた上で、別添写しの県立学校長あて通知も参考に、それぞれの地域や学校の実情等に応

じた対応をとられるようお願いします。 

なお、市町村立学校における対応に関して、必要がある場合には、子ども教育支援課長

と協議いただくようお願いします。 

 

県立学校の基本的な対応 

基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施する。 

 

○ 基本的な考え方 

・学校教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、時々の感染状 

況に応じた感染症対策を講じていくことが重要。 

・感染状況が落ち着いている平時においても、児童・生徒等の健康状態の把握や適切 

な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導等を行う。 

・地域や学校において感染が流行している場合には、活動場面に応じた感染症対策を



一時的に検討するとともに、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部活動、

各種行事等の学校教育活動を継続し、児童・生徒等の学びを保障する。 

 

〇 基本的な対応 

・教室、職員室、部活動の活動場所等（機械換気が実施されている場合を除く）にお

いては、気候上可能な限り、２方向の窓を同時に開けて、常時換気を行う。 

・児童・生徒等、教職員のいずれにも、教育活動の実施に当たり、マスクの着用を求 

めないこととする。 

・次の場面においては、児童・生徒等、教職員のいずれにもマスクの着用を推奨する。 

登下校時（通勤ラッシュ時）に混雑した電車やバスを利用する場合 

校外学習等において医療機関や高齢者施設を訪問する場合 

・感染不安があるなど、様々な事情により、マスクの着用を希望する児童・生徒等が 

いることから、児童・生徒等にマスクの着脱のいずれも強いることのないようにす 

る。 

 

  （特別支援学校） 

  ・基礎疾患があるなど様々な事業により、マスクの着用を希望したり、また、健康上 

の理由によりマスクを着用できない児童・生徒等もいることなどから、児童・生徒 

等にマスクの着脱のいずれも強いることのないよう十分に配慮して指導する。 

 

・マスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう、児童・生徒等に対して適切に 

指導する。 

・登校に不安を感じている児童・生徒等については、その出欠席について柔軟に対応 

するとともに学びの保障に取り組む。 

 

 

また、今後は、コロナ禍を通じて再認識された学校の役割も踏まえ、これまで制限され

てきた学校教育活動のうち児童・生徒等の資質・能力の育成に真に必要なものを回復させ、

積極的に実施するとともに、GIGAスクール構想の下で生み出されてきた多様な教育実践の

工夫を取り入れるなど、貴所管の各学校における教育活動の充実に一層取り組まれるよう

お願いします。 

併せて、次の点についても、各学校に対し、御指導くださるようお願いします。 

 

○ 教育活動の実施に当たっては、別紙「新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に

伴う衛生管理に関する留意点」を踏まえ、適切に対応すること。 

 

○ １人１台端末やデジタル技術、クラウド環境を十分に活用し、より一層優れた学びの

姿を実現する取組を取り入れながら、児童・生徒一人ひとりの学習進度や興味・関心に

応じたきめ細かな学習や、多様な意見を共有しながら考えを深める学習といった「個別

最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に取り組むこと。 

 

 （参考）特設サイト「１人１台端末の活用について」 

    https://sites.google.com/gl.pen-kanagawa.ed.jp/r04jirei 

 

○ 学校教育は、児童・生徒等同士や教師と児童・生徒等の関わり合い等を基盤として実



施されるものであり、児童・生徒等が多様な他者と交わる活動や多様な体験活動を通じ

て、人間関係の形成や社会性を涵養し、全人的な成長の機会を充実させることが重要で

あり、また、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、家庭や地域、関係団体等と連

携協力を図りながら教育活動を展開することが大切であることに留意すること。 

 

○ 地域や学校において感染が流行している場合は、感染リスクが比較的高い学習活動※

の実施に当たっては、一時的に次の措置を講じること。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。 

・児童・生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する。 

 

※ 感染リスクが比較的高い主な学習活動 

【各教科等共通】 

・児童・生徒が対面形式となるグループワーク等 

・一斉に大きな声で話す活動 

【理科】「児童・生徒がグループで行う実験や観察」 

【音楽】「児童・生徒が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏」 

【図画工作、美術】「児童・生徒が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

【家庭、技術・家庭】「児童・生徒がグループで行う調理実習」 

【体育、保健体育】「組み合ったり接触したりする運動」 

 

○ 地域や学校において感染が流行している場合に、医療的ケアを必要とする児童・生徒

等及び基礎疾患等があるなど重症化リスクが高い児童・生徒等や、保護者から感染の不

安により授業への参加を控えたい旨の相談があった児童・生徒等については、授業等へ

の参加を強制せずに児童・生徒等や保護者の意向を尊重すること。 

 

○ 学校行事については、これまで制限されてきた学校における様々な活動の再開を検討

することとし、その再開に当たっては、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、それ

ぞれの教育的意義等を改めて捉えなおした上で、児童・生徒等の資質・能力の育成に真

に必要な活動を中心にその在り方を検討すること。 

○ 地域や学校において感染が流行している場合における学校行事の実施に当たっては、

一時的に次の措置を講じるとともに、児童・生徒等や保護者等の理解・協力が得られる

よう、丁寧な説明・情報発信を行うこと。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること 

・児童・生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること 

・参加者への手洗いや咳エチケットを推奨すること 

・アルコール消毒薬の設置などを検討すること 

・儀式的行事等においては、可能な範囲で間隔を空けるなど、触れ合わない程度の距離

を確保すること 

・対面とオンラインとのハイブリッド方式など開催方法を工夫すること 

 

○ 医療的ケアを必要とする児童・生徒等の対応として、別紙「新型コロナウイルス感染

症の５類感染症移行に伴う衛生管理に関する留意点」及び「学校における新型コロナウ

イルス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023.5.8～）」を基本とし、適切に対応する

こと。 

 



○ スクールバス内においては、過密状況を解消するために、座席配置の工夫や安全面に

配慮した防護スクリーン（防護カーテンや仕切り等）を座席間に設置するなど、基本的

な感染症対策を適切に講じること。 

○ 可能な限りエアコンの外気導入や窓の開放により車内換気を徹底すること。 

 

○ 感染状況に応じて機動的に講ずべき措置として、合理的な理由により、感染不安で休

ませたいと相談のあった者については、校長の判断により、「非常変災等生徒又は保護者

の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと

認めた日」として扱うことが可能であること。 

〇 臨時休業又は出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童・生徒に対して

は、学習に著しい遅れが生じることがないよう、教室で行う授業を、ICTを活用して同

時双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができるようにするなど、当該児童・生

徒の学びの保障に取り組むこと。また、規則正しい生活習慣を維持し、学校と児童・生

徒との関係を継続するためにも、オンラインを活用すること。 

○ やむを得ず学校に登校できない児童・生徒に対して行う学習指導については、 

  ・教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること 

  ・教師が児童・生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること 

  ・個別教育計画を踏まえながら適切に行うこと 

 が必要であり、該当児童・生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な内容の定着

が見られ、再度指導する必要がないと校長が判断したときには、当該内容を学校におけ

る対面指導で再度取り扱わないことができる。 

○ やむを得ず学校に登校できない児童・生徒について、次の方法によるオンラインを活

用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に関する記録」

の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について、

学年ごとに記載すること。 

  ① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

  ② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童・生徒同士の意見交換をオンラ 

インを活用して行う学習指導（オンデマンド型の授業動画を併用する学習指導を 

含む） 

   ※ 質疑応答や意見交換については、チャット機能等を活用するものも含む 

 

○ 心のケアについては、児童・生徒等の変化等を注意深く観察し状況把握に努め、教職

員間で情報共有するとともに、組織的な対応を行うこと。また、感染やマスク着用の有

無等による、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷の防止に向けた取組、指導を引き続き徹底

すること。 

〇 学校現場で感染症対策や心のケア等を支える教職員の精神面の負担を考慮し、各学校

の管理職は教職員のメンタルヘルスにも十分配慮すること。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

子ども教育支援課教育指導グループ  松田 

   ＴＥＬ 045-210-8217 

  子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ  黒川 

   ＴＥＬ 045-210-8292 
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令和５年５月８日以降の県立高等学校等の教育活動等について（通知） 

 

このことについて、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日付けで、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）上の５

類感染症に移行することに伴い、別添のとおり令和５年４月28日付け文部科学省初等

中等教育局長通知５文科初第345号「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令

の施行について」及び同５文科初第347号「５類感染症への移行後の学校における新

型コロナウイルス感染症対策について」により、学校における今後の感染症対策に係

る留意事項等及び改定された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル（2023.5.8～）」が示されました。また、令和５年４月28日付けで文

部科学省初等中等教育局教育課程課から「新型コロナウイルス感染症の５類感染症へ

の移行後の学校教育活動について」により、教育活動に係る留意点が示されました。 

本県では、令和５年４月27日開催の新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会

議において、令和５年５月７日をもって「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県

対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を廃

止することとされ、感染症対策の実施については個人の判断としつつも、引き続き、

三密の回避、手洗い等の手指衛生及び換気等の基本的な感染防止対策を推奨し、マス

クの着用については、個人の主体的な選択を尊重するが条件により着用を推奨すると

されています。 

ついては、令和５年５月７日をもって「県立高等学校及び県立中等教育学校におけ

る保健管理等に関するガイドライン」を廃止するとともに、令和５年５月８日以降の

教育活動等について、次のように対応することとしましたので、各学校においては、

引き続き基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施するようお願いし

ます。 

なお、今後は、コロナ禍を通じて再認識された学校の役割も踏まえ、これまで制限

されてきた学校教育活動のうち生徒の資質・能力の育成に真に必要なものを回復させ、

積極的に実施するとともに、ICT環境を積極的に活用し、デジタル技術の良さを生か

した多様な教育実践の工夫を取り入れるなど、各学校における教育活動の充実に一層

取り組むようお願いします。 

各学校においては、基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施す

る。 

 

ア 基本的な考え方 

○ 学校教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、時々の感

染状況に応じた感染症対策を講じていくことが重要。 



○ 感染状況が落ち着いている平時においても、生徒の健康状態の把握や適切な換

気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導等を行う。 

○ 地域や学校において感染が流行している場合には、活動場面に応じた感染症対

策を一時的に検討するとともに、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部

活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、生徒の学びを保障する。 

 

イ 基本的な対応 

○ 教室、職員室、部活動の活動場所等（機械換気が実施されている場合を除き）

においては、気候上可能な限り、２方向の窓を同時に開けて、常時換気を行う。 

○ 生徒、教職員のいずれにも、教育活動の実施に当たり、マスクの着用を求めな

いこととする。 

○ 次の場面においては、生徒、教職員のいずれにもマスクの着用を推奨する。 

 登下校時（通勤ラッシュ時）に混雑した電車やバスを利用する場合 

 校外学習等において医療機関や高齢者施設を訪問する場合 

○ 感染不安があるなど、様々な事情により、マスクの着用を希望する生徒等がい

ることから、生徒にマスクの着脱のいずれも強いることのないようにする。 

○ マスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう、生徒に対して適切に指導

する。 

○ 登校に不安を感じている生徒については、その出欠席について柔軟に対応する

とともに学びの保障に取り組む。 

 

【教育活動等に係る具体的な対応】 

１ 感染症対策について 

教育活動の実施に当たっては、別紙「新型コロナウイルス感染症の５類感染症移

行に伴う衛生管理に関する留意点」に基づき、適切に対応すること。 

 

２ 令和５年５月８日以降の学習活動及び生徒の主体的な活動について 

○ １人１台端末やデジタル技術、クラウド環境を十分に活用し、より一層優れた

学びの姿を実現する取組を取り入れながら、生徒一人ひとりの学習進度や興味・

関心に応じたきめ細かな学習や、多様な意見を共有しながら考えを深める学習と

いった「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に取り組むこと。 

 

 （参考）特設サイト「１人１台端末の活用について」 

    https://sites.google.com/gl.pen-kanagawa.ed.jp/r04jirei 

 

○ 学校教育は、生徒同士や教師と生徒の関わり合い等を基盤として実施されるも

のであり、生徒が多様な他者と交わる活動や多様な体験活動を通じて、人間関係

の形成や社会性を涵養し、全人的な成長の機会を充実させることが重要であり、

また、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、家庭や地域、関係団体等と

連携協力を図りながら教育活動を展開することが大切であることに留意すること。 

 



 （参考）「県立高校生学習活動コンソーシアムの取組」 

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/koukou-conso/ 

 

○ 地域や学校において感染が流行している場合は、感染リスクが比較的高い学習

活動※の実施に当たっては、一時的に次の措置を講じること。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。 

・生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する。 

 

※ 感染リスクが比較的高い主な学習活動 

【各教科等共通】 

・生徒が対面形式となるグループワーク等 

・一斉に大きな声で話す活動 

【理科】「生徒がグループで行う実験や観察」 

【音楽】「生徒が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏」 

【美術・工芸】「生徒が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

【家庭】「生徒がグループで行う調理実習」 

【体育】「組み合ったり接触したりする運動」 

 

○ 地域や学校において感染が流行している場合に、基礎疾患等があるなど重症化

リスクが高い生徒や、保護者から感染の不安により授業への参加を控えたい旨の

相談があった生徒については、授業等への参加を強制せずに生徒や保護者の意向

を尊重すること。 

 

３ 学校行事について 

 ○ これまで制限されてきた学校における様々な活動の再開を検討することとし、

その再開に当たっては、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、それぞれの教

育的意義等を改めて捉えなおした上で、生徒の資質・能力の育成に真に必要な活

動を中心にその在り方を検討すること。 

 ○ 地域や学校において感染が流行している場合における学校行事の実施に当たっ

ては、一時的に次の措置を講じるとともに、生徒や保護者等の理解・協力が得ら

れるよう、丁寧な説明・情報発信を行うこと。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること 

・生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること 

・参加者への手洗いや咳エチケットを推奨すること 

・アルコール消毒薬の設置などを検討すること 

・儀式的行事等においては、可能な範囲で間隔を空けるなど、触れ合わない程度

の距離を確保すること 

・対面とオンラインとのハイブリッド方式など開催方法を工夫すること 

 

４ やむを得ず学校に登校できない生徒への配慮について 

○ 感染状況に応じて機動的に講ずべき措置として、合理的な理由により、感染不

安で休ませたいと相談のあった者については、校長の判断により、「非常変災等



生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が

出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能であること。 

〇 臨時休業又は出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない生徒に対して

は、学習に著しい遅れが生じることがないよう、教室で行う授業を、ICTを活用し

て同時双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができるようにするなど、当

該生徒の学びの保障に取り組むこと。また、規則正しい生活習慣を維持し、学校

と生徒との関係を継続するためにも、オンラインを活用すること。 

○ やむを得ず学校に登校できない生徒に対して行う学習指導については、 

  ① 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること 

  ② 教師が生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること 

   が必要であり、該当生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な内容の定

着が見られ、再度指導する必要がないと校長が判断したときには、当該内容を

学校における対面指導で再度取り扱わないことができる。 

○ やむを得ず学校に登校できない生徒について、次の方法によるオンラインを活

用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に関する

記録」の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記

録について、学年ごとに記載すること。 

 ① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

  ② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び生徒同士の意見交換をオンライ

ンを活用して行う学習指導（オンデマンド型の授業動画を併用する学習指導を

含む） 

   ※ 質疑応答や意見交換については、チャット機能等を活用するものも含む 

 

５ 心のケアや差別、偏見、いじめ等の防止について 

○ 心のケアについては、生徒の変化等を注意深く観察し状況把握に努め、教職員

間で情報共有するとともに、組織的な対応を行うこと。また、感染やマスク着用

の有無等による、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷の防止に向けた取組、指導を引

き続き徹底すること。 

 ○ 学校現場で感染症対策や心のケア等を支える教職員の精神面の負担を考慮し、

各学校の管理職は教職員のメンタルヘルスにも十分配慮すること。 

 

 

問合せ先 

【通知全般に関することについて】 

高校教育課教育課程指導グループ   坂本、石塚 電話(045)210-8260（直通） 

【保健管理等に関することについて】 

保健体育課保健安全グループ     藤澤、菅沼 電話(045)210-8311（直通） 

【生徒の心のケアに関することについて】 

学校支援課県立学校生徒指導グループ 志澤、石井 電話(045)210-8295（直通） 

【教職員のメンタルヘルスに関することについて】 

厚生課健康福利グループ 金谷・杉山（保健師）、三井 電話(045)210-8172（直通） 
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令和５年５月８日以降の県立特別支援学校の教育活動等について（通知） 

 

このことについて、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日付けで、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）上の５

類感染症に移行することに伴い、別添のとおり令和５年４月28日付け文部科学省初等

中等教育局長通知５文科初第345号「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令

の施行について」及び同５文科初第347号「５類感染症への移行後の学校における新

型コロナウイルス感染症対策について」により、学校における今後の感染症対策に係

る留意事項等及び改定された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル（2023.5.8～）」が示されました。また、令和５年４月28日付けで文

部科学省初等中等教育局教育課程課から「新型コロナウイルス感染症の５類感染症へ

の移行後の学校教育活動について」により、教育活動に係る留意点が示されました。 

本県では、令和５年４月27日開催の新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会

議において、令和５年５月７日をもって「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県

対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を廃

止することとされ、感染症対策の実施については個人の判断としつつも、引き続き、

三密の回避、手洗い等の手指衛生及び換気等の基本的な感染防止対策を推奨し、マス

クの着用については、個人の主体的な選択を尊重するが条件により着用を推奨すると

されています。 

ついては、令和５年５月７日をもって「県立特別支援学校における保健管理等に関

するガイドライン」を廃止するとともに、令和５年５月８日以降の教育活動等につい

て、次のように対応することとしましたので、各学校においては、引き続き基本的な

感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施するようお願いします。 

なお、今後は、コロナ禍を通じて再認識された学校の役割も踏まえ、これまで制限

されてきた学校教育活動のうち児童・生徒等の資質・能力の育成に真に必要なものを

回復させ、積極的に実施するとともに、ICT機器を積極的に活用し、デジタル技術の

良さを生かした多様な教育実践の工夫を取り入れるなど、各学校における教育活動の

充実に一層取り組むようお願いします。 

各学校においては、基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施す

る。 

 

ア 基本的な考え方 

○ 学校教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、時々の感

染状況に応じた感染症対策を講じていくことが重要。 

○ 感染状況が落ち着いている平時においても、児童・生徒等の健康状態の把握や 

 



適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導等を行う。 

○ 地域や学校において感染が流行している場合には、活動場面に応じた感染症対

策を一時的に検討するとともに、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部

活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、児童・生徒等の学びを保障する。 

 

イ 基本的な対応 

○ 教室、職員室、部活動の活動場所等（機械換気が実施されている場合を除き）

においては、気候上可能な限り、２方向の窓を同時に開けて、常時換気を行う。 

○ 児童・生徒等、教職員のいずれにも、教育活動の実施に当たり、マスクの着用

を求めないこととする。 

○ 次の場面においては、児童・生徒等、教職員のいずれにもマスクの着用を推奨

する。 

・ 登下校時（通勤ラッシュ時）に混雑した電車やバスを利用する場合 

・ 校外学習等において医療機関や高齢者施設を訪問する場合 

○ 基礎疾患があるなど様々な事情により、マスクの着用を希望したり、また、健

康上の理由によりマスクを着用できない児童・生徒等もいることなどから、児

童・生徒等にマスクの着脱のいずれも強いることのないよう十分に配慮して指導

する。 

○ マスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう、児童・生徒等に対して適

切に指導する。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒等については、その出欠席について柔軟に

対応するとともに学びの保障に取り組む。 

 

【教育活動等に係る具体的な対応】 

１ 感染症対策について 

教育活動の実施に当たっては、別紙「新型コロナウイルス感染症の５類感染症移

行に伴う衛生管理に関する留意点」に基づき、適切に対応すること。 

 

２ 令和５年５月８日以降の学習活動及び児童・生徒等の主体的な活動について 

○ ICT機器を十分に活用し、より一層優れた学びの姿を実現する取組を取り入れな

がら、児童・生徒等一人ひとりの学習進度や興味・関心に応じたきめ細かな学習

や、多様な意見を共有しながら考えを深める学習といった「個別最適な学び」と

「協働的な学び」の一体的な充実に取り組むこと。 

○ 学校教育は、児童・生徒等同士や教師と児童・生徒等の関わり合い等を基盤と

して実施されるものであり、児童・生徒等が多様な他者と交わる活動や多様な体

験活動を通じて、人間関係の形成や社会性を涵養し、全人的な成長の機会を充実

させることが重要であり、また、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、

家庭や地域、関係団体等と連携協力を図りながら教育活動を展開することが大切

であることに留意すること。 

○ 地域や学校において感染が流行している場合は、感染リスクが比較的高い学習

活動※の実施に当たっては、一時的に次の措置を講じること。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。 



・児童・生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する。 

※ 感染リスクが比較的高い主な学習活動 

【各教科等共通】 

・児童・生徒等が対面形式となるグループワーク等 

・一斉に大きな声で話す活動 

【理科】「児童・生徒等がグループで行う実験や観察」 

【音楽】「児童・生徒等が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演

奏」 

【美術・工芸】「児童・生徒等が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

【家庭】「児童・生徒等がグループで行う調理実習」 

【体育】「組み合ったり接触したりする運動」 

○ 地域や学校において感染が流行している場合に、医療的ケアを必要とする児

童・生徒等及び基礎疾患等があるなど重症化リスクが高い児童・生徒等や、保護

者から感染の不安により授業への参加を控えたい旨の相談があった児童・生徒等

については、授業等への参加を強制せずに児童・生徒等や保護者の意向を尊重す

ること。 

 

３ 学校行事について 

 ○ これまで制限されてきた学校における様々な活動の再開を検討することとし、

その再開に当たっては、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、それぞれの教

育的意義等を改めて捉えなおした上で、児童・生徒等の資質・能力の育成に真に

必要な活動を中心にその在り方を検討すること。 

 ○ 地域や学校において感染が流行している場合における学校行事の実施に当たっ

ては、一時的に次の措置を講じるとともに、児童・生徒等や保護者等の理解・協

力が得られるよう、丁寧な説明・情報発信を行うこと。 

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること 

・児童・生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること 

・参加者への手洗いや咳エチケットを推奨すること 

・アルコール消毒薬の設置などを検討すること 

・儀式的行事等においては、可能な範囲で間隔を空けるなど、触れ合わない程度

の距離を確保すること 

・対面とオンラインとのハイブリッド方式など開催方法を工夫すること 

 

４ 医療的ケアが日常的に必要な児童・生徒等や基礎疾患等のある児童・生徒等への

対応について 

○ 医療的ケアを必要とする児童・生徒等の対応として、別紙「新型コロナウイルス

感染症の５類感染症移行に伴う衛生管理に関する留意点」及び「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023.5.8～）」を基本とし、

適切に対応すること。 

 

５ スクールバスの対応について 

○ スクールバス内においては、過密状況を解消するために、座席配置の工夫や安全



面に配慮した防護スクリーン（防護カーテンや仕切り等）を座席間に設置するな

ど、基本的な感染症対策を適切に講じること。  

○ 可能な限りエアコンの外気導入や窓の開放により車内換気を徹底すること。 

 

６ 寄宿舎における感染症対策について 

○ 寄宿舎における感染症対策については、別紙「新型コロナウイルス感染症の５類

感染症移行に伴う衛生管理に関する留意点」及び「学校における新型コロナウイル

ス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023.5.8～）」を基本とし、適切に対応す

ること。 

 

７ やむを得ず学校に登校できない児童・生徒等への配慮について 

○ 感染状況に応じて機動的に講ずべき措置として、合理的な理由により、感染不

安で休ませたいと相談のあった者については、校長の判断により、「非常変災等

児童・生徒等又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、

校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能であること。 

○ 臨時休業又は出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童・生徒等

に対しては、学習に著しい遅れが生じることがないよう、教室で行う授業を、ICT

を活用して同時双方向で配信し、家庭でも授業を受けることができるようにする

など、当該児童・生徒等の学びの保障に取り組むこと。また、規則正しい生活習

慣を維持し、学校と児童・生徒等との関係を継続するためにも、オンラインを活

用すること。 

○ やむを得ず学校に登校できない児童・生徒に対して行う学習指導については、 

  ① 個別教育計画を踏まえながら適切に行うこと 

② 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること 

  ③ 教師が児童・生徒等の学習状況及び成果を適切に把握することが可能である

こと 

   が必要であり、該当児童・生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な内

容の定着が見られ、再度指導する必要がないと校長が判断したときには、当該

内容を学校における対面指導で再度取り扱わないことができる。 

○ やむを得ず学校に登校できない児童・生徒について、次の方法によるオンライ

ンを活用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に

関する記録」の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業

等の記録について、学年ごとに記載すること。 

 ① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

  ② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童・生徒同士の意見交換をオ

ンラインを活用して行う学習指導（オンデマンド型の授業動画を併用する学習

指導を含む） 

   ※ 質疑応答や意見交換については、チャット機能等を活用するものも含む 

 

８ 心のケアや差別、偏見、いじめ等の防止について 

○ 心のケアについては、児童・生徒等の変化等を注意深く観察し状況把握に努め、

教職員間で情報共有するとともに、組織的な対応を行うこと。また、感染やマス



ク着用の有無等による、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷の防止に向けた取組、指

導を引き続き徹底すること。 

 ○ 学校現場で感染症対策や心のケア等を支える教職員の精神面の負担を考慮し、

各学校の管理職は教職員のメンタルヘルスにも十分配慮すること。 

 

問合せ先 

【通知全般に関することについて】 

特別支援教育課指導グループ     関野、山田 電話(045)210-8260（直通） 

【保健管理等に関することについて】 

保健体育課保健安全グループ     藤澤、菅沼 電話(045)210-8311（直通） 

【児童・生徒等の心のケアに関することについて】 

学校支援課県立学校生徒指導グループ 志澤、石井 電話(045)210-8295（直通） 

【教職員のメンタルヘルスに関することについて】 

厚生課健康福利グループ 金谷・杉山（保健師）、三井 電話(045)210-8172（直通） 



新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う衛生管理に関する留意点 

 

 新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日付けで５類感染症に移行することに伴い、

県立学校における衛生管理上の基本的対応は次のとおりとする。次に記載のほか、詳細に

ついては、文部科学省作成の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理

マニュアル（2023.5.8～）」を参照すること。 

 

●平時における感染症対策（衛生管理マニュアルP２～） 

健康観察 ・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせ

ず、自宅で休養することを周知・呼び掛け 

・児童生徒の健康状態を継続的に把握(ただし、毎日の健康観察票の

記入・確認等は不要。) 

換気の確保 ・気候上可能な限り、２方向の窓を同時に開けて常時換気（困難な場

合はこまめに窓を全開）（機械換気がある場合は活用） 

・十分な換気が確保できない場合は、 サーキュレータや空気清浄機等

の導入など、換気のための補完的な措置を検討 

手洗い等の 

手指衛生 

・外から教室に入る時やトイレの後、給食等の食事の前後など、流水

と石けんでのこまめな手洗いを指導 

マスクの 

取扱い 

・児童生徒及び教職員のいずれにも、マスクの着用は求めないことと

する 

・マスク着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導 

清掃・消毒 ・一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保

つことが重要 

・清掃活動とは別に日常的な消毒作業を行うことは不要 

 

●感染流行時における感染症対策（衛生管理マニュアルP７～） 

マスクの 

取扱い 

・地域や校内で感染が流行している場合は、教職員がマスクを着用す

ることや児童生徒に着用を促すことも考えられる（その場合にも、

着用を強いることのないようにすること） 

活動場面に 

応じた感染 

症対策 

・地域や校内で感染が流行している場合は、「感染リスクが比較的高

い学習活動」の実施に当たり、活動場面に応じて、一時的に 

〇「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること 

〇児童生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること 

等の対策を講じること 

 

●感染状況に応じて機動的に講ずべき措置（衛生管理マニュアルP10～） 

出席停止 ・感染が判明した児童生徒に対しては、出席停止（発症した後５日を

経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで）の措置※１を

講じつつ、ＩＣＴの活用等により、学習保障を行う 

・保護者から感染不安で休ませたいと相談のあった者等について、合

理的な理由※２と認められる場合には「校長が出席しなくてもよいと

認めた日」として扱うことも可能※３ 
 ※１ 新型コロナウイルス感染症においては、示された出席停止の期間の短

縮は想定されない 

別 紙 

R５.５.17 訂正版  



※２ 合理的な理由…同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事

情があり、他に手段がない場合などが該当 

※３ その場合は、指導要録上、「出席停止・忌引き等の日数」の欄に記入 

臨時休業 ・学びの保障の観点に留意しつつ、感染症拡大防止のために校長が必

要と判断したときに実施 

・直近３日間の感染者が当該の学級において20％以上確認され、学級

内で感染が広がっている可能性が高い場合は、週休日等を含め３～

５日の学級閉鎖を実施 

・複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が

高い場合は、週休日等を含め３～５日間学年閉鎖を実施 

・複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が

高い場合は、週休日等を含め３～５日間学校全体の臨時休業を実施 

 

●感染症対策に当たって配慮すべき事項（衛生管理マニュアルP15～） 

心のケア ・児童・生徒の心身の健康状態等をきめ細かく把握し、教職員間で情

報を共有するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等と連携し、心理面・福祉面からの支援を管理職のリー

ダーシップのもと、チームとして組織的に行う 

・教職員のメンタルヘルスにも十分配慮すること 

重症化リス 

クの高い児 

童生徒への 

対応 

・基礎疾患等があるなど重症化リスクの高い児童生徒については、必

要に応じて、主治医の見解を保護者に確認し、登校を判断すること 

 

 

その他の変更となる対応 

  〇濃厚接触者の特定やその行動制限はなくなることから、学校において濃厚接触者相

当の者の調査は行わない。 

  〇新型コロナウイルスワクチンの接種のための出欠席の扱いは、原則「欠席」扱いと

する。 

  〇ワクチン接種後の副反応疑いについては、次のとおりとする。 

新型コロナワクチン接種に伴う副反応疑いについては、医師の診断の有無にかかわら

ず、当面の間、保護者の申し出により「校長が出席しなくてもよいと認めた日」（出席

停止等）とする 
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学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

このたび、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学省令第 22

号。以下「改正省令」という。）が令和５年４月 28 日に公布され、同年５月８日から施行

されることとなりました。 

改正の趣旨及び概要等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に御対応いた

だくようお願いします。 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の学校（専修学校を含む。この段落にお

いて同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、各指定都市

教育委員会教育長におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区

域法（平成 14年法律第 189 号）第 12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におか

れては所轄の学校及び学校法人等並びに域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村

長に対して、各国公立大学法人の長におかれてはその設置する学校に対して、独立行政法

人国立高等専門学校機構理事長におかれてはその設置する高等専門学校に対して、大学又

は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長及び各文部科学大臣所轄学校法人理事長に

おかれてはその設置する学校に対して、各指定都市・中核市市長におかれては所管の認定

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が令和５年４月 28日に公布され、

同年５月８日から施行されることとなりましたので、その内容及び留意事項等につ

いてお知らせします。 



こども園に対して、厚生労働省医政局長及び同省社会・援護局長におかれては所管の専修

学校に対して、本件について周知いただくよう併せてお願いします。 

 

 

記 

 

１．改正の趣旨 

令和５年４月 28 日に公布され、同年５月８日から施行される感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働

省令第 74号）によって、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。以下「感染症法」という。）上の位

置付けが変更されることを踏まえ、学校保健安全法施行規則（昭和 33 年文部省令第 18

号。以下「施行規則」という。）に規定する学校において予防すべき感染症の種類等に

ついて所要の改正を行うこととすること 

 

２．改正の概要 

（１）新型コロナウイルス感染症の第二種の感染症への追加（第 18条第１項第２号関係） 

現在、新型コロナウイルス感染症については、感染症法第６条第７項に規定する「新

型インフルエンザ等感染症」として、施行規則第 18 条第２項の規定により、第一種の

感染症とみなすとしているところ、感染症法上の位置付けが変更され、「新型インフ

ルエンザ等感染症」に該当しなくなることから、学校において予防すべき感染症とし

ての位置付けを見直し、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性

が高い感染症である第二種の感染症に、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

あるものに限る。以下同じ。）を加えたこと 

  

（２）新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準の設定（第 19条第２号関係） 

現在、施行規則上、新型コロナウイルス感染症を第一種の感染症とみなしているこ

とから、出席停止の期間の基準について「治癒するまで」としているところ、第二種

の感染症に位置付けることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間

の基準を「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」

とする規定を加えたこと 

   

（３）施行期日（附則関係） 

改正省令は、令和５年５月８日から施行することとしたこと 

 

３．学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項 

○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期

間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」

を基準とすること 



※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から５日を

経過するまでを基準とすること 

○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を

使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと 

○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症し

た日や症状が軽快した日の翌日から起算すること 

○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの

着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって

差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと 

○ 施行規則第 19条第２号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期

間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されな

いこと 

○ 令和５年５月８日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等

についても、同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されること 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え

方等について（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供）（令

和５年４月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事

務連絡） 

○事務連絡 本文 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf 

○事務連絡 別紙 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf 

 

４．その他の留意事項 

（１）新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の証明書等の取得に対する配慮について 

これまでと同様、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等が、

出席停止の期間を経て、登校するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はな

いこと。また、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開

始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ないこと 

 

（２）濃厚接触者の取扱いについて 

令和５年５月８日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前

であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその

協力要請は行われないこと等を踏まえ、 

・ 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等 

・ 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染

対策を行わずに飲食を共にした者 

であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直

ちに出席停止の対象とする必要はないこと 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf


（３）感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いについて 

保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、同居家族に

高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合

理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、「非常変災等児童生

徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席し

なくてもよいと認めた日」として、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」の欄に

記入し、欠席とはしないことも可能であること 

また、医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化

するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべ

きでないと判断した場合についても、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰す

ことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」

として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないこと

も可能であること 

なお、幼稚園等については、指導要録に「出席停止・忌引等の日数」の欄がないこ

とから、これらの場合において、備考欄等に「非常変災等幼児又は保護者の責任に帰

すことができない事由で欠席した場合などで、園長（又は校長）が出席しなくてもよ

いと認めた日」として、幼稚園等に出席しなかった日数を記載することも可能である

こと 

 

（４）発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校しないことの周知・

呼び掛け 

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重

要であり、無理をして登校しないよう、児童生徒等・保護者に対する周知・呼び掛け

を行うこと 

その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別するこ

とは困難であることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限する必要

はないこと 

また、児童生徒等本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キット

による自己検査を求めることのないようにすること 

 

 

 

 

 ＜本件連絡先＞ 

文部科学省 

初等中等教育局 健康教育・食育課 

03-5253-4111（内 2918） 
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５文科初第 347 号 

令和５年４月 28 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 理 事 長 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

殿 

 

文部科学省初等中等教育局長        

藤 原  章 夫   

 

 

５類感染症への移行後の学校における 

新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症は、本年５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）上の５類感染症に移行するこ

ととなります。 

このたび、５類感染症への移行を踏まえ、教育委員会や学校等における今後の感染

症対策の検討の参考としていただくため、「学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル」の改定を行いました。 

主な改定の内容及びその留意事項等について、下記のとおりお知らせしますので、

これらも参考とした上で、学校における新型コロナウイルス感染症対策の見直しを行

い、児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、積極的な取組を

お願いします。 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の学校（専修学校高等課程を含む。

以下同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、各指定都

市教育委員会教育長におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び小中高等

学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）

第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法

人等並びに域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村長に対して、各指定都市・

中核市市長におかれては所管の認定こども園に対して、附属学校を置く各国公立大学

法人の長におかれてはその管下の学校に対して、各文部科学大臣所轄学校法人理事長

５類感染症に移行する本年５月８日以降の学校における新型コロナウイルス感染

症対策について、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル」を改定しましたのでお知らせします。 
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におかれてはその設置する学校に対して、厚生労働省社会・援護局長におかれては所

管の専修学校高等課程に対して、周知されるようお願いします。 

 

 

記 

 

 

１．学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について 
 
○ 新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後においても、 

・ 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握 

・ 適切な換気の確保 

・ 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導 

といった対策を講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着い

ている平時においては、これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はないこと 

これまでもお示ししているとおり、学校教育活動においては、マスクの着用を

求めないことが基本となること、また、学校給食の場面においては、「黙食」は必

要ないこと 
 
○ 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、 

・ 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること 

・ 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること 

等の措置を一時的に講じることが考えられること 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて機動的に講ずべき措置について 
 
○ 児童生徒の感染が判明した場合には、学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）

に基づく出席停止の措置を講じること。その際、児童生徒が授業を十分に受ける

ことができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、必要

な配慮を行うこと 

合理的な理由により、感染不安で休ませたいと相談のあった者等については、

校長の判断により、引き続き「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すこと

ができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」

として扱うことが可能であること 
 
○ そのほか、出席停止等の取扱いに関する詳細については、「学校保健安全法施行

規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（令和５年４月 28 日付け文部

科学省初等中等教育局長通知）を参照すること 
 

○ 学校の臨時休業については、感染対策上の意義や、実施する範囲や条件を事前

に明確にし、公表しておくとともに、児童生徒の学びの保障の観点等に留意しつ

つ、必要な範囲、期間において機動的に対応を行うこと 

以上 
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【資料】 

◇ 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023.5.8～）  

◇ 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対

応ガイドライン（令和５年５月改定版） 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省 

初等中等教育局 健康教育・食育課 

03-5253-4111（内 2918） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00161.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00161.html
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新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の学校教育活動の在り方につい

て、お知らせします。 

 

事 務 連 絡 

令和５年４月２８日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

御中 

  

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課  

 

 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の学校教育活動について（周知） 

 

 

各設置者及び学校等におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響下にあって

も、児童生徒の学びを止めることなく、学習機会の確保・充実に御尽力いただいている

ことに対し、感謝申し上げます。 

このたび、本年５月８日をもって、学校における教育活動に大きな影響を与えてきた

新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）上の５類感染症に移行されることとなり、それに伴い、文部

科学省においても、学校保健安全法施行規則（昭和33年文部省令第18号）の改正を行う

とともに、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改

定を行ったところです（参考１）。 

 

この間、「令和３年度全国学力・学習状況調査 経年変化分析調査」の結果（参考２）

からは、関係各位の御尽力により、全体としては、児童生徒の学力に低下の状況はみら

れないことが明らかとなっております。 

しかしながら、感染対策上の必要性から、多様な児童生徒が集う学校ならではの児童

生徒同士の触れ合いを基盤とした集団的な活動や体験的な活動等が制限されてきたこ

とも事実であり、例えば、公立小中学校等の令和４年度計画における学校行事に充てる

年間授業時数が、平成30年度計画と比べて減少するなどの状況が報告されています（参
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考３）。また、不登校児童生徒数の増加や児童生徒の体力の低下がみられるほか、令和２

年度に比べ令和３年度に「元気がない児童・生徒が増えた」と回答する学校の割合がお

よそ２割強に上るなどの状況が報告されているところであり（参考４～６）、感染症の流

行以来、児童生徒の学習や心身にも一定の影響が生じているとの指摘もなされていると

ころです。 

今後は、コロナ禍を通じて再認識された学校の役割も踏まえ、これまで制限されてき

た教育活動については、その必要性を十分に検討した上で、積極的に実施していくこと

が求められます。 

 

一方、コロナ禍においては、GIGAスクール構想によって一人一台端末の整備が一気に

進むなど、児童生徒の教育環境におけるデジタル化が大きく進展しました。 

現在、先進的な自治体等においては、こうしたICT環境を積極的に活用し、コロナ禍以

前の学校や教室とは大きく異なる姿で、児童生徒一人一人の学習進度や興味・関心等に

応じたきめ細かな学習や、児童生徒相互のやり取りの中で理解を更に深めていく学習が

展開されるなど、デジタル技術の良さを生かした多様な教育活動が日々の実践の中で生

み出されてきている状況にあります。 

また、学校行事等については、学校における働き方改革を進める必要性ともあいまっ

て、それまで慣例的に行われていた学校での様々な取組が、真に児童生徒の教育上必要

な部分に精選、重点化が進められた状況もみられるところです。 

 

以上のような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の学

校教育活動については、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、これまで制限されて

きた学校教育活動のうち真に必要なものを回復させるとともに、GIGAスクール構想の下

で生み出されてきた多様な教育実践の工夫を取り入れることにより、いわば新しい学び

の在り方へと進化を図っていくことが重要となります。 

今回、このような教育活動の実現に向けた留意点を下記のとおりまとめましたので、

お知らせいたします。 

 

本件につきまして、各都道府県教育委員会指導事務主管課におかれては所管の学校及

び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会指導事務主管課におかれて

は所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管部課及び構造改革特別区域法（平成14年

法律第189号）第12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課にお

かれては、所管の学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課に

おかれては、その設置する附属学校に対し、周知くださいますようお願いします。 
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記 

 

１．一人一台端末をはじめとするデジタル技術を一層活用した個別最適な学びと協働的

な学びの実現 

 

GIGAスクール構想により一人一台端末の整備が行われ、デジタル技術やクラウド環境

を十全に活用した、これまでとは異なる優れた学びの姿を実現する取組が広がりを見せ

つつある。今後、学校教育活動を展開するに当たっては、各学校等において蓄積された

多様な教育実践の工夫を活かしつつ、上記の優れた取組を取り入れながら、さらなる進

化を図っていくことが必要であって、そうした中で、児童生徒一人一人の学習進度や興

味・関心等に応じたきめ細かな学習や、多様な意見を共有しながら考えを深める学習と

いった「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実していくことが重要であ

ること。 

その際、コロナ禍における学びの保障や GIGA スクール構想の下での優れた取組を横

展開し、各学校における指導の充実を図るために文部科学省において作成された、下記

の多様なサイト内のコンテンツ等も積極的に活用されたいこと。 

 

◯ StuDX Style 

・・・一人一台端末の更なる利活用の促進に向けて、全国の学校や自治体から提供

いただいた端末の活用方法に関する優良事例等を数多く紹介しています。 

◯ 文部科学省 CBTシステム（MEXCBT:メクビット） 

・・・児童生徒が学校や家庭において、学習やアセスメントができる CBT システム

です。学校設置者ごとに申し込みます。 

◯ 子供の学び応援サイト ～学習支援コンテンツポータルサイト～ 

・・・児童生徒の学習支援のため、自宅等で活用できる無償の教材や動画等のリン

クを紹介しています。 

 

２．児童生徒が多様な他者と交流する豊かな体験活動の充実 

 

学校教育は、学校ならではの児童生徒同士の関わり合いや教師と児童生徒との関わり

合い等を基盤として実施されるものであり、児童生徒が多様な他者と交わる活動や多様

な体験活動を通じて、人間関係の形成や社会性を涵養し、全人的な成長の機会を確保す

ることが必要であり、こうした機会の充実を図っていくことが重要であること。 

また学習指導要領において、学校として目指す資質・能力を児童生徒にどのように育

成していくのかを教育課程において明確にし、家庭や地域など社会との連携及び協働に

よりその実現を図っていく「社会に開かれた教育課程」の実現が重要である旨を明記し

https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
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ていることからも、学校教育活動の展開に当たっては、家庭や地域と連携協力を図って

いくことが重要であること。その際、教育委員会においては、必要に応じ、社会教育担

当等の関係部署とも連携し、学校の取組を支援することが考えられる。 

 

（１）学校内における授業や学校行事等について 

各学校においては、上記のとおり「学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル」が改定されたことも踏まえ、これまで制限されてきた学校に

おける様々な教育活動の再開を検討することが必要であること。その再開に当たって

は、コロナ禍に行われた活動の工夫や見直しの内容、令和４年の文部科学省通知（参

考７）における学校行事の精選や見直し等についての趣旨も踏まえ、単にコロナ禍以

前の姿に戻るのではなく、それぞれの教育的意義を改めて捉え直した上で、児童生徒

の資質・能力の育成に真に必要な活動を中心にその在り方を検討していくことが求め

られること。 

この際、例えば、地域や学校において感染が流行している場合などを除いて、以下

のような活動を再開させることが考えられること。 

 

・多様な集団編成による学習 

教科の授業でのグループ別学習や、学級活動や児童会、生徒会活動での同学年や

異年齢による集団活動などの機会を増やし、多様な他者とのかかわりの中で、学

校での生活や学習を充実することで児童生徒が自分と異なる感性や価値観、考え

方に多く触れる機会を増やし、協働的な学びを促進する。 

 

・全校一斉参加を伴う学校行事 

参加人数を抑え、学年ごとや学級ごとの開催としていた学校行事について、全校

一斉参加の形で行うことで、異学年や他学級との交流の機会を確保する。 

 

・休み時間や給食等における児童生徒の交流 

授業等の特定の目標に向かって学習を進める場以外でも、児童生徒の交流を増

やす。 

 

また、学校での教育活動に当たっては、家庭や地域の協力を得つつ、多様な体験活

動を取り入れ、児童生徒の成長の機会を確保することも重要であること。 

 

（２）学校外における地域と連携した多様な体験活動について 

児童生徒の体験活動を充実するためには、学校教育活動において体験活動を行うこ

とに加え、それ以外の場面においても、地域における団体等とも連携しながら、体験
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活動を推進し、地域の方々を始め多様な他者と協働しながら教育活動を行うことが重

要であること。 

 

（３）文部科学省における支援策等 

上記の取組に当たっては、文部科学省等において実施している以下の体験活動等の

機会を提供する取組についても積極的な活用を検討されたいこと。 

 

◯ 全国 28か所の青少年交流の家、自然の家等の体験活動や読書活動等での活用 

・・・立地条件及び地域特性やニーズに対応した青少年の体験活動の機会の提供

や、教育効果の高い事業の成果の普及を行っています。 

◯ 土曜学習応援団による教育プログラムの提供 

・・・子供たちの豊かな学びを支えるため、取組の趣旨に賛同いただいた企業・

団体等が提供する多様な教育プログラム等を「土曜学習応援団」として登

録し、土曜日を始め、平日の授業や放課後、夏休み等に、出前授業や施設

見学、職場体験の受入れなど、多様な機会を提供しています。 

 

また、以下のように、各事業において実施される体験活動等に、保護者等の利用者

が申込み可能な場合についても、必要に応じて周知を行うことが考えられること。 

 

◯ 劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業 

・・・18 歳以下の子供が無料で鑑賞できる劇場・音楽堂等で行われる本格的な舞

台公演の機会を提供しています。（令和５年度事業の採択結果は５月下旬頃

掲載予定） 

◯ 伝統文化親子教室事業 

・・・子供たちの豊かな人間性を涵養するため、伝統文化や生活文化等を計画的・

継続的に体験・修得できる機会を提供する取組を支援しています。 

 

３．留意点 

 

これらの取組を進めるに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止す

るため、児童生徒の健康観察や、換気の確保や手指衛生といった日常的な対応について

は、継続して実施することが有効であること。 

また、基礎疾患を有する児童生徒への十分な配慮や、児童生徒が感染の有無やマスク

の着用の有無によって差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの対象にならぬよう、引き続

き十分な配慮・注意が必要であること。 

https://www.niye.go.jp/services/plan/
https://manabi-mirai.mext.go.jp/program/index.html
https://www.kodomokanshou.bunka.go.jp/
http://www.oyakokyoshitsu.jp/
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４．その他 

 

上記の取組等については、文部科学省 HPにおいて取りまとめて公表しているため、下

記のリンクも参考にされたい。なお、リンク先の情報については、随時内容の更新を行

う予定である。 

児童生徒の体験活動の充実のための取組について 

 

参考１ 

「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について（通知）

（令和５年４月28日 ５文科初第347号）」 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」 

参考２ 

「令和３年度全国学力・学習状況調査 経年変化分析調査（概要）」 

参考３ 

「令和４年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査結果」 

参考４ 

「令和３年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 

概要（令和４年 10月 27日 文部科学省）」15、22ページ 

参考５ 

「令和４年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の概要（令和４年 12月 スポ

ーツ庁）」２ページ 

参考６ 

「新型コロナウイルス感染症と学校等における学びの保障のための取組等による児童

生徒の学習面、心理面等への影響に関する調査研究 報告書（令和５年３月 株式会社

浜銀総合研究所（文部科学省委託事業））」25ページ 

参考７ 

「令和３年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果等に係

る留意事項について（通知）（令和４年１月 28日 ３文科初第 1889号）」４ページ 

（本件担当） 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

TEL：03-5253-4111（内線：2368） 

Mail:kyokyo@mext.go.jp 

https://www.mext.go.jp/mext_02347.html
https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
https://www.nier.go.jp/21chousakekkahoukoku/kannren_chousa/pdf/21keinen_summary.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1415063_00001.htm
https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_2.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20221223-spt_sseisaku02-000026462_2.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20221223-spt_sseisaku02-000026462_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230403-mxt_syoto01-000017694_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230403-mxt_syoto01-000017694_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230403-mxt_syoto01-000017694_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220127-mxt_zaimu-100002245_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220127-mxt_zaimu-100002245_2.pdf
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